足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、防災用資機材を適正かつ有効に収納・管理する目的で防災倉庫を設置する町会・自治会に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、交付に必要な事項を定めることとする。

（助成の対象）

第２条　助成の対象とする団体組織は、区に、別に定める「町会・自治会届出書」による届出を行い、登録を受けている町会・自治会とする。

２　この要綱に基づく助成（以下「本助成」という。）の対象となる防災倉庫とは、町会・自治会が別表１に掲げる防災用資機材等を収納・管理する目的で設置する防災倉庫であって、町会・自治会会館に併設するものを除く。
（助成倉庫数）

第３条　本助成に係る助成金（以下「本助成金」という。）の対象となる防災倉庫数は、当該年度４月１日現在の町会・自治会の区域内における総世帯数に基づき算出した別表２の数を上限とする。
（助成金の額）

第４条　本助成金の額は、防災倉庫設置に係る費用の６０％の額とし、防災倉庫１棟あたり４０万円を上限とする。
２　対象倉庫の設置に係る経費のうち、次の各号に掲げる経費は除く。

（１）　用地の取得又は借入に係るもの及び造成に係るもの。

（２）　他の助成金等の対象経費となっているもの。

３　本助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（交付の申請手続）

第５条　本助成金の交付の申請をしようとする町会・自治会（以下「申請者」という。）は、交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

　（１）　助成対象経費の内訳が確認できる書類の写し（見積書等の写し）
（２）　位置図、敷地平面図
（３）　防災倉庫構造図、防災倉庫見取図
（４）　土地の権利関係を明らかにした書類の写し（登記事項証明書、土地使用承諾書等）

（５）　その他区長が必要と認める書類

２　本助成金を受け設置した防災倉庫を建て替えようとする時は、本助成金を受けた年度の次の年度の４月１日から起算して１０年を経過していない場合は、助成の対象としない。
３　前項ただし書の規定は、台風、地震等の町会・自治会の責めに帰することができない事由により建替え又は補修の必要が生じたものについては、適用しない。

（交付の決定）

第６条　本助成金の交付の申請があったときは、区長は、当該申請に係る書類等の審査、現地調査等により、当該申請に係る本助成金の交付が法令に違反しないか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、適正と認めるものについては、交付の決定をするものとする。

（決定の通知）

第７条　前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、区長は、交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければならない。

　（申請の取下げ）
第８条　前条第１項の規定による交付決定を受けた助成団体（以下「交付決定団体」という。）は、交付決定後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なく助成金辞退届（様式第３号）を区長に提出しなければならない。
　（内容変更の承認）
第９条　交付決定団体は、申請内容を変更しようとする場合は、必要な書類を添えて変更申請書（様式第４号）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
２　区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を認めるときは、変更承認通知書（様式第５号）により助成団体に通知する。

（完了報告）

第１０条　本助成金の交付決定を受けた者は、防災倉庫設置が完了し経費の支払いが終了したときは、速やかに自主防災倉庫設置完了報告書（様式第６号）と併せて、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長が提出を要しないと認めるものについては、省略することができる。

（１）　支払いをしたこと及びその内訳が確認できる書類（領収証等の写し）
（２）　自主防災倉庫設置後の写真

（３）　その他区長が特に必要と認める書類
　（助成金の確定）

第１１条　区長は、前条の規定による完了報告があった場合、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を行うものとし、交付決定の内容に適合すると認めたとき本助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。

（交付時期及び方法）

第１２条　本助成金の交付時期は、完了報告書により助成事業が申請した内容と相違ないことを確認した後とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、完了前であっても、本助成金の全部又は一部を交付することができる。

２　前条の規定により本助成金の額の確定の通知を受けた町会・自治会は、請求書兼口座振替依頼書（様式第８号）を区長に提出する。この場合において、当該口座の名義が団体代表者以外のものとなるときは、委任状（様式第９号）を添付しなければならない。
３　区長は、前項の規定により提出された請求書兼口座振替依頼書に指定された口座に振込みにより、本助成金を交付する。

（決定の取消し）

第１３条　区長は、本助成金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合、本助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）　偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
（２）　本助成金を他の用途に使用したとき。
（３）　本助成金の決定内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に定める規定に違反したとき。

（４）　防災倉庫に別表１に掲げる防災用資機材等が収納・管理されておらず、その目的を果たしていないと認められるとき。
（５）　本助成金を申請した年度内に設置工事を完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
（６）　助成金交付の対象となった事業又は当該事業に係る防災倉庫の利用において、次の行為を行ったとき。
ア　特定の団体への加入を勧誘し、又は寄附を募ることにより、他者に迷惑を及ぼす行為
イ　専ら特定の宗教団体の利益のために行われる行為
ウ　事前に申請し承認された事業の目的・態様と異なる行為
　（７）　本助成金の交付要件を満たさなくなったとき。
２　区長は、前項の規定により助成金の全部又は一部を取り消したときは、交付決定団体に助成金交付取消通知書（様式第１０号）により通知するものとする。
（助成金の返還）

第１４条　区長は、前条の規定により本助成金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る全部又は一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
（帳簿書類等の調査）

第１５条　区長は、本助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告させ、帳簿書類その他の物件を調査することができる。

（防災訓練）

第１６条　本助成金の交付を受けた町会・自治会は、定期的に防災資機材の点検整備を行うとともに、自主的に防災訓練を実施し、及び区の主催する訓練等に参加するよう努めなければならない。

（規則の適用）
第１７条　この要綱に定めのない事項については、足立区補助金等交付事務規則（昭和５０年足立区規則第６号）の定めるもののほか、別に定める。
付　則（２０足区区発第４３９３号　平成２１年３月３１日　区長決定）
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
付　則（６足地調発第７１２３号　令和７年３月３１日　区長決定）
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
付　則（７足地調発第６１５５号　令和８年３月２５日　区長決定）
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
別表１（第２条、第１３条関係）
防災用資機材一覧 

	区分
	物品

	１情報連絡用
	無線機、拡声器、携帯用ラジオ等

	２消火用
	動力ポンプ、ホース、消火器、防水衣、バケツ等

	３水防用
	防火シート、土のう、シャベル、救命胴衣等

	４救出救護用
	ＡＥＤ、救出用工具、救急箱、はしご、担架、防塵マスク、ロープ等

	５給食給水用
	非常用飲水、非常食、炊飯装置等

	６避難所・避難用
	テント、懐中電灯、簡易トイレ、寝袋、毛布等

	７その他
	その他区長が必要と認めたもの 


別表２（第３条関係）
	世帯数
	倉庫数

	１～１，０００世帯
	１

	１，００１～２，０００世帯
	２

	２，００１～３，０００世帯
	３

	３，００１～４，０００世帯
	４

	４，００１世帯以上
	５


様式第１号（第５条関係）
　　年　　月　　日
（ 提 出 先 ）

足 立 区 長
団　体　名　
代表者住所　足立区
代　表　者　会長
交付申請書
当会において下記のとおり防災倉庫を設置しますので、『足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成要綱』に基づき、関係書類を添えて交付申請します。
記

	１ 交付申請額
	円　

	２ 設置経費総額
	

	３ 所在地
	

	４ 設置完了日
	　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	５ 添付書類
	（1） 助成対象経費の内訳が確認できる書類の写し
（見積書等の写し）

	
	（２）位置図、敷地平面図

	
	（３）防災倉庫構造図、防災倉庫見取図

	
	（４）土地の権利関係を明らかにした書類の写し
（登記事項証明書、土地使用承諾書等）

	
	（５）その他区長が必要と認める書類


様式第２号（第７条関係）
　　　　年　　月　　日
　　足　　収第　　　号

団　体　名　
代　表　者　会長
足立区長　　　　　　　　　

交付決定通知書
　　　　年　　月　　日付、申請のあった足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金について、『足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成要綱』に基づき、下記のとおり決定したので通知します。
記
１　交付金額
金　               　　　　   円
２　交付時期


様式第３号（第８条関係）
　　年　　月　　日
（ 提 出 先 ）
足 立 区 長
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　　　
代　表　者　会長　　　　　　　　　　　　　　　　
助 成 金 辞 退 届
　下記の理由により、足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金の全額を辞退します。
記
　　辞退理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式第４号（第９条関係）

　　年　　月　　日
（ 提 出 先 ）
足 立 区 長
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　　　
代　表　者　会長　　　　　　　　　　　　　　　　
変 更 申 請 書
　　年　　月　　日付　　足　　収第　　　　号をもって交付決定された助成金の内容を一部、下記のとおり変更したいので、足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金交付要綱第９条に基づき、関係書類を添えて申請いたします。
記
１　変更理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　助成事業の変更内容
	変　更　事　項
	変　更　前
	変　更　後

	
	
	

	設置経費総額
	　　　　　　　　　　　円
	　　　　　　　　　　　円


３　変更が生じた年月日
　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　
４　添付書類
　　□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式第５号（第９条関係）

　　　　足　　収第　　　号
　　年　　月　　日
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　
代　表　者　会長　　　　　　　　　　　　　
足立区長　　　　　　　
変 更 承 認 通 知 書
　　年　　月　　日付、申請のあった助成金の内容の変更について、足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金交付要綱第９条に基づき、下記のとおり承認します。
記
１　承認内容
２　付与条件
様式第６号（第１０条関係）
　　年　　月　　日
（ 提 出 先 ）

足 立 区 長
団　体　名　
代表者住所　足立区
代　表　者　会長
自主防災倉庫設置完了報告書
防災倉庫設置が完了したので、『足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成要綱』に基づき、関係書類を添えて報告します。
記

	１ 交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

	２ 設置経費総額
	

	３ 所在地
	

	４ 設置完了日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	５ 添付書類
	（１）支払いしたこと及びその内訳が確認できる書類
（領収証等の写し）

	
	（２）自主防災倉庫設置後の写真

	
	（３）その他区長が特に必要と認める書類


様式第７号（第１１条関係）
足　　収第　　　　号

　　　年　　月　　日
団　体　名　　
代　表　者　　会長
足立区長　　　　　　　　

助成金額確定通知書
足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金について、　　　年　　月
　　日付、提出された自主防災倉庫設置完了報告書を審査した結果、本助成金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認められるので、助成金額を下記のとおり確定します。
記
　助成金交付確定額
金　　　　　　　　　　　　円
様式第８号（第１２条関係）
　　年　　月　　日

（ 提出先 ）

足立区長　
請求書兼口座振替依頼書
￥　　　　　　　　　　　.－
ただし、足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金

として、上記金額を請求します。

上記請求金額については、下記の口座に振り込んでください。
団　体　名　
代表者住所　足立区
代表者氏名　会長
	振込先金融機関
	　　　　　　　　　　　　銀　　行　　　　　　　　　　　　本　店
　　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　支　店
　　　　　　　　　　　　信用組合　　　　　　　　　　　　出張所
　　　　　　　　　　　　農　　協

	預金種別
	　　普通 ・ 当座 ・ 貯蓄（いずれかに○）

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	名義
	


· 振込口座に誤記入があると振込むことができませんので、通帳をご確認のうえ記入願います。

様式第９号（第１２条関係）
委任状
　　年　　月　　日
私は、足立区町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金の受領について、下記のとおり委任します。
記

委任者（代表者）
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　足立区　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　会長　　　　　　　　　　　　
印　　
（スタンプ印不可）

受任者
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　足立区　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊　この委任状は、会長名義以外の通帳に振り込む場合に必要です。
様式第１０号（第１３条関係）
　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日
団体名　　　　　　　　　　　　　　
代表者　会長　　　　　　　　　　　
足立区長　　　　　　　　
助成金交付取消通知書
　　　　年　　月　　日付　足　　収第　　　　号において交付決定した町会・自治会に対する自主防災倉庫設置事業助成金について、下記の理由により交付決定額の（一部・全部）を取り消しましたので、通知いたします。
記
１　交付取消理由
　　
２　返還金の有無　　（　有　・　無　）
３　返還金額（返還金有の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　円
４　納付期限（返還金有の場合）
５　納付方法（返還金有の場合）
同封の納付書により金融機関窓口にて納付してください。
